
令和６年度第２回江戸川区児童福祉審議会 議事録 

 

１ 日時：令和7年1月15日（水）19時～21時            

 

２ 場所：タワーホール船堀401会議室 

 

３ 出席委員： 

  遠藤委員長、髙橋副委員長、浦岡委員、大澤委員、小田切委員、金本委員、 

  河藤委員、川村委員、久保田委員、鈴木委員、田澤委員、中里委員、中園委員、 

  矢萩委員 
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１ 開会 

 

（子育て支援課長） これより令和６年度第２回江戸川区児童福祉審議会を開会させ

ていただきます。 

私は進行を務めさせていただきます子育て支援課の加藤でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

本日はお忙しい中、また遅い時間にかかわらず、ご出席をいただきましてあり

がとうございます。 

まず、委員の方の出席について、ご報告をさせていただきます。本日は生地委

員、澁谷委員よりご欠席のご連絡をいただいてございます。 

本日は審議会の半数以上の委員の方の出席いただいておりますので、江戸川区

児童福祉審議会条例第６条に規定する審議会の開催要件を満たしておりますこと

を、ご報告させていただきます。 

本日の審議会でございますが、令和２年４月に本審議会が設置されて以来、新

型コロナウイルスの感染拡大の影響などもあり、集合形式による開催を行ってお

りませんでしたが、本年度につきましては、社会的養育推進計画、こども計画の

策定作業の年となってございます。本日は社会的養育推進計画の策定に当たりま

して、審議会のご意見をお伺いさせていただきたく、今回集合形式で開催をさせ

ていただくことになりました。 

社会的養育推進計画につきましては、これまで策定の取組状況や方針につきま

して、子どもの権利擁護部会、里親部会でそれぞれご意見をいただいておりまし

た。本日計画の素案を作成いたしましたので、審議会全体での意見聴取をさせて

いただければと考えております。また、社会的養育推進計画との整合性を図るこ

とになっております区のこども計画の素案についても併せてお示しをさせていた

だきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議につきましては公開となっておりますが、本日傍聴希望者が１名お

るとのことですが、まだ到着をしていないところでございます。到着次第、入室

を許可するということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（子育て支援課長） ありがとうございます。それでは続きまして、子ども家庭部長

の塚田よりご挨拶を申し上げます。 

（子ども家庭部長） 皆様こんばんは、子ども家庭部長の塚田でございます。 

本日は遅い時間にもかかわらず、ご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

また皆様におかれましては、それぞれの部会で日頃から大変お世話になってお

りまして、ありがとうございます。 



－２－ 

今日は今お話にもありましたように、児童相談所が江戸川区にできまして丸５

年が経過しようとしておりまして、この江戸川区社会的養育推進計画を策定する

ということになりました。つきましては、今、素案ができている段階ではござい

ますけれども、委員の皆様から本日意見をいただきながら最終段階に向けてとい

うことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

（子育て支援課長） それでは、本日は先ほど申しましたとおり、集合形式で初の開

催でございます。委員のご紹介に移らせていただきたいと存じます。事務局でお

名前をお読み上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

遠藤利彦委員長でございます。 

髙橋幸成副委員長でございます。 

浦岡由美子委員でございます。 

大澤朋子委員でございます。 

小田切則雄委員でございます。 

金本成叔委員でございます。 

河藤小百合委員でございます。 

川村百合委員でございます。 

久保田純委員は少し遅れておるところでございます。 

鈴木浩之委員でございます。 

田澤里喜委員でございます。 

中里和伸委員でございます。 

中園宏紀委員でございます。 

矢萩恭子委員でございます。 

本日、生地新委員、澁谷昌史委員につきましては、本日欠席となってございます。 

委員の皆様ありがとうございます。本日はよろしくお願いをいたします。 

なお、事務局の職員につきましては、机上に配りしています座席に記載のとお

りでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の議事でございますが、お手元の次第のとおりとなってございます。 

 

２ 議事 

 

（子育て支援課長） それでは、議事に移らせていただきます。これからの進行は遠

藤委員長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（遠藤委員長） それではご指名でございますので、これより進行を務めさせていた

だきます。初めての対面ということで、いささか緊張しておりますが、よろしく

お願いいたします。 

それでは、まず、江戸川区社会的養育推進計画（案）について、事務局よりご
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説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（相談課長） 子ども家庭部の相談課長の出口と申します。私のほうからのご説明を

させていただきます。着座にて説明させていただきます。 

本日配付させていただきました江戸川区社会的養育推進計画の素案及び江戸川

区社会的養育推進計画の策定スケジュールを基にご説明をさせていただきます。 

初めに、社会的養育推進計画についてご説明をさせていただきます。素案の４

ページをご覧いただければと思います。 

社会的養育推進計画は、国が平成２８年の改正児童福祉法において、法に掲げ

られた子どもが権利の主体であること、家庭養育優先原則、その理念を実現する

ために、平成３０年に令和１１年の終期、終わりとした計画の策定を、児童相談

所を設置する特別区を含む各都道府県に求めたものでございます。 

また、令和４年の改正児童福祉法において、児童等に対する家庭及び養育環境

の支援を強化し、子どもの権利擁護が図られた児童福祉施策を推進するための改

正が行われて、この法改正も踏まえて、国は令和６年３月に次期都道府県社会的

養育推進計画の策定要領を発出したところでございます。 

国は各都道府県に対して、令和７年度から１１年度までの次期の計画の策定を

求めたところでございます。江戸川区としましても、令和６年３月の策定要領を

受けて、令和２年度の江戸川区の児童相談所開設から５年間を振り返るとともに、

今後の江戸川区児童相談所や、里親宅や児童養護施設等で生活する子どもたちへ

の支援、また虐待に至る前の予防的な支援の取組等について取りまとめる江戸川

区社会的養育推進計画を策定することといたしました。 

この計画は令和７年度から１１年度の５年間の計画となります。計画の期間中

は毎年計画の点検・評価をＰＤＣＡサイクルを用いて進行管理を行って、必要に

応じ取組内容の修正等を行います。その結果については、毎年、児童福祉審議会

にご報告をさせていただく予定でございます。 

資料の１－３をご覧いただければと思います。 

本計画は、１－３で挙げさせていただきました江戸川区社会的養育推進計画策

定スケジュールのとおり計画策定を進めてきたところでございます。 

令和６年３月に策定要領が国から出されて、令和６年６月から庁内において、

骨子案等の検討を開始したところでございます。これまで子どもの権利擁護部会、

里親部会において、各２回お時間をいただき、ご意見をお伺いしたところでござ

います。 

また、去年の８月から１０月にかけて区内の児童養護施設、里親家庭で生活を

しているお子さんや、区内の里親さん、区内にある乳児院、児童養護施設、自立

援助ホーム、ファミリーホームの職員さんにご意見を伺い、計画策定の参考とさ

せていただいております。 
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今後につきましては、広く区民の皆様からご意見を伺うために、２月１日から

３０日間、パブリックコメントを実施する予定になっております。パブリックコ

メントでいただいたご意見、本日皆様からいただくご意見を踏まえて修正等を行

って、年度末に完成をさせて、公表という流れで進めていきたいと考えておりま

す。委員の皆様には公表前に完成版をお示しさせていただければと考えておりま

す。 

計画の具体についてご説明をさせていただきます。内容について説明をさせて

いただきます。素案の４ページをご覧ください。 

計画は全体で４部構成になっておりまして、１が基本的な考え方と全体像、２

が江戸川区の状況、３が具体的な取組で、４番目が資料編となっております。全

体は４部構成ということになっております。 

本計画の趣旨につきましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、今

後の江戸川区の児童相談所や代替養育を必要とする子どもへの支援、虐待に至る

前の予防的な支援の取組について計画を策定するものでございます。 

５ページ目をご覧ください。この計画の位置づけにつきましては、江戸川区の

長期構想である「２１００年の江戸川区（共生社会ビジョン）」、また、中期計

画に当たる「２０３０年の江戸川区（ＳＤＧｓビジョン）」、また、江戸川区の

子どもや子育ての方向性を示した総合的な計画である、未来を支える江戸川こど

もプラン、江戸川区こども計画、その他関連する区の条例や計画と整合性を図り

ながら策定をしたところでございます。 

６ページをご覧ください。目指すべき姿でございます。 

本区が目指す「ともに生きるまち（地域共生社会）」の未来を担う全ての子ど

もたちが、権利の主体として様々な状況にあっても等しく安全で安心して健やか

に成長していけるよう、地域全体で育んでいく社会を本計画の目指すべき姿とし

て掲げさせていただいております。 

７ページから９ページ目は計画の策定体制及び計画の期間、計画の進行管理に

ついて記載をしております。 

１１ページをご覧ください。 

こちらからは、第２章ですね。第２部、江戸川区の現状というところで、状況

というところでございます。 

児童人口や社会的養護の下で育つ児童数、里親、区内施設の状況等について記

載をしております。児童相談所の状況や一時保護所の状況についても併せて記載

をしておるところでございます。 

続きまして、２２ページをご覧いただければと思います。 

２２ページからは里親家庭や児童養護施設等で生活する子どもの見込みを推計

したものでございます。里親家庭等で生活する代替養育が必要な児童数は令和１
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１年度まで、毎年おおよそ約３００人で推移をしていくというふうに見込んでお

るところでございます。 

２９ページをご覧ください。 

２９ページから３２ページにかけては、本計画において定量的な整備目標を設

定している事業の取組状況について記載をしております。 

続きまして、３３ページから３５ページをご覧いただければと思います。 

こちらは江戸川区における具体的な取組についてということで記載をしており

ます。本計画の基本方針は、虐待のない安全安心な環境で子どもたちが生活でき

る家庭への支援、代替養育が必要な子どもが、可能な限り良好な家庭的環境で養

育されるための支援、また基礎的自治体が児童相談所を持つメリット、本区なら

ではの地域力を生かす取組に力を入れることを掲げております。この基本方針を

実現させるため、子どもの権利擁護の取組強化、家庭支援事業の強化、里親委託

の推進、自立支援の強化を四つの柱として掲げさせていただいております。 

３６ページに記載しました１０項目の具体的な取組内容について、その次の３

７ページ以降にまとめてあります。 

３７ページからは、子ども家庭支援体制の構築等に向けた取組、また支援を必

要とする妊産婦等の支援に向けた取組の２項目を記載しております。 

その中で、虐待を未然に防ぐ取組として、令和４年改正児童福祉法において位

置づけられました六つの家庭支援事業全てを令和１１年度までに実施できるよう

整備していくことを掲げてあります。 

また、こども家庭センターを中心に、児童福祉部門と母子保健部門が連携し、

重層的な支援を行っていくということにつきまして記載をしておるところでござ

います。 

続きまして、５２ページからは当事者である子どもの権利擁護の取組として、

子どもの権利擁護に係る環境整備と子どもへの意見聴取等措置、意見表明等支援

事業、この取組について記載をしておるところでございます。 

続きまして、６６ページをご覧ください。 

こちらは一時保護改革に向けた取組として、一時保護所を含めた一時保護体制

の強化について記載をしております。一時保護施設の運営、一時保護体制の整備

に分けて記載をしておるところでございます。 

運営面では意見表明の支援や第三者評価の受審、入所児童の学習支援や通学支

援等につきまして記載をしておるところでございます。 

続きまして、７３ページをご覧ください。 

７３ページからは代替養育を必要とする子どものパーマネンシー保障に向けた

取組として、親子関係再構築に向けた取組、児童相談所におけるケースマネジメ

ント体制の構築に向けた取組、特別養子縁組等の推進体制につきまして、こちら
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では記載をしているところでございます。 

８２ページをご覧ください。 

８２ページからは、里親・ファミリーホームへの委託推進に向けた取組につい

て記載をしております。こちらでは、令和１１年度の里親等委託率を令和５年度

の２倍である３７.８％を目標に、里親等への委託を推進していくこと、また、そ

の受皿となる里親の登録家庭数を増やすために、令和１１年度までに養子縁組を

目的とせずに一定期間、子どもを養育する里親家庭である養育家庭の登録数を令

和５年度比３０家庭相当の７５家庭を目標に掲げて、その目標を達成するための

取組について記載をしておるところでございます。 

続きまして、９２ページをご覧いただければと思います。 

ここからは施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に

向けた取組でございます。 

家庭養育優先原則を進める中でも施設養育を必要とする子どもたちをできる限

り良好な家庭的環境で養育するという目的で、ケアニーズの高い子どもに対する

支援や、区内施設に対する支援について記載をしておるところでございます。 

続きまして、９９ページからは、社会的養護自立支援推進に向けた取組でござ

います。こちらは社会的養護経験者の実態把握及び社会的養護経験者等の自立に

向けた取組について記載をしておるところでございます。 

続きまして、１０９ページをご覧ください。 

こちらは障害児入所施設における支援として、障害者入所施設への入所児童へ

の支援についてこちらは記載しております。 

１１１ページからは、児童相談所の強化等に向けた取組について記載をしてお

ります。ここでは、江戸川区児童相談所設置までの経緯や理念をまとめたところ

でございます。また、子どもやその家庭を取り巻く環境が年々複雑化しており、

対応が困難なケースが増える中、そういうケースに対して組織的に対応していく

ために、職員の人材育成や業務負担の軽減の取組等について記載をしておるとこ

ろでございます。 

１１８ページをご覧ください。 

こちらからは資料編として、当事者である子ども及び施設職員や里親さんへの

アンケート、ヒアリング調査の結果について記載をしているところでございます。 

各取組の詳細につきましては、恐れ入りますが、配付させていただいた計画の

素案をご覧いただければと思います。 

簡単ではございますが、説明は以上となります。皆様からご質問やご意見をい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（遠藤委員長） ありがとうございました。 

それでは、今ご説明いただきました社会的養育計画について、広く委員の皆様
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から、ご意見を頂戴できればというふうに思いますが、ご質問も含めまして、忌

憚のないご意見をいただけたらと思いますけれどもいかがでしょうか。 

（川村委員） 川村です。ご説明ありがとうございました。 

４ページの計画策定の趣旨ですが、その中で、２８年の児童福祉法改正の、そ

の意義として、子どもが権利の主体であること、それから家庭養育優先原則が明

記されたという二つを取り上げておられるのですが、少し違和感がありまして、

２８年の児童福祉法改正をどういう意義があるものとして捉えるかというのは、

もちろんいろんな意義があるわけですが、一番重要なことは、子どもが権利の主

体であることを明記したと、これは私も一番大事なところだと思っておりますが、

家庭養育優先原則をたくさんあるものの中から取り上げていることに違和感があ

って、確かに、児童福祉法の２条の２項で、家庭養育が第一義的な責任は家庭に

あるということを明記しています。 

これはもともと、この児童福祉法改正の中で、議論もあった中で、でも明記し

た、それはなぜなら、子どもの権利条約が第一義的な責任は家庭と言っているの

で、それを外すわけにいかないから、それは書いてあるのですが、でもこの改正

の重要なところはそちらではなくて、３項のほうの家庭で責任を負い切れないと

きに、国や地方公共団体が家庭を支援していくんだというほうに意味があるはず

だと私は思っておりますし、多くの人がそう思っているんじゃないかと思うので

すが、この改正ができたときの、この改正の概要の説明、当時厚労省が出してい

たり、また今こども家庭庁がこういう内容ですって出しているものの中にも、家

庭養育優先原則が明記されたという言い方は、どこかにもしかしたら書いてある

かもしれませんが、概要として１枚ものの中には出てはきませんよね。 

むしろ、こども家庭庁の言い方だと、今ちょっとホームページを見たのですけ

れども、家庭及び養育環境の支援を強化するということを一つの目玉として言っ

ていて、実際この推進計画自体も支援が大事だということを言っていると思うの

で、各論では言っているのであるから、ここにこれを出すということには違和感

があります。 

むしろですね、児福法改正の意義の、さっき言ったその子どもが権利の主体で

あるということと、もう一つ、大事なこととして言うならば、第１条に明記され

た子どもに愛される権利とかいろいろありますよって、その他、福祉を等しく保

障される権利がありますといったところが意味があって、これは短く縮めて言え

ば、いわゆる保護を受ける権利があるということが言えると思いますが、この福

祉を等しく保障される権利がある、その逆として、区や国とか地方公共団体では、

子どもに福祉を提供しなければいけないって、その提供する福祉についての計画

がまさに今回策定されていると思いますので、そういう意味でここはちょっと修

正いただきたいなと思います。 
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これが別の計画、江戸川区こども計画の中でも基本的な考え方という中で、同

じようなことが出てきているし、細かく見るとほかのところでも家庭養育優先原

則があるからということで、さっき里親のご説明のときも、家庭優先原則がある

からと、里親って言われたのですけども、家庭養育優先原則というのはあくまで

第一義的に家庭が責任を負うということであって、そのことと、家庭的な代替養

育を提供するということは似て非なるものなので、家庭的な環境を与える里親を

増やしていきますって、それはとても大事なことだと思いますが、その理由は家

庭養育優先原則ではないと思いますので、そういう意味で少し細かいところで、

もしかしたら幾つか出てくるのかもしれませんが、少なくともその基本的なとこ

ろで、見直しをお願いしたいなと思います。 

ほかのこともありますが、取りあえずこの点について答弁をいただければと。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。この点につきまして何かありますでしょう

か。 

（相談課長） 委員がおっしゃっていることは、よく分かります。ちょっと検討させ

ていただければと思いますので。 

（遠藤委員長） 私もこの言葉だけが抜き取られると、やはりちょっと誤解される可

能性があるかなということは少し危惧したところでございますので、代替養育と

いうようなこととセットでこの言葉が示されていればまだ違うんだと思うのです

が、ここだけが強調されるような形になると少しですね、誤解を受けてしまうと

いうこともあるかなというふうに思ったところでございますので、この辺りはぜ

ひご検討いただければと思います。 

それでは、ほかにいかがでございましょうか。 

続けてお願いいたします。すみません。 

（川村委員） もう少し各論的なところで申し上げますが、子どもが権利の主体であ 

 るというからには、その権利が侵害されているときに、その権利を保障できる手だ 

てがなければいけないということで、そこは散らばってはいると思うのですが、

ただですね、子どもの権利の５７ページに、子どもの権利擁護に係る環境整備な

どが書かれているのですが、この辺り、この前後のところも含めて、児童相談所

でどう対応するか、しかも子どもの意見表明権の保障というところにフォーカス

した記載はたくさんあるのですけれども、それはとても重要なことだと思います。 

児童相談所、また一時保護所とか、施設における意見表明権を保障していくと

いうのは、今回の改正の大きな眼目なので、これはこれでいいのですけれども、

施設に入る前段階、あるいはさっき申し上げた家庭を支援していくというときに、

つまり予防的なのですよね、予防的に家庭を支援していくというときに、親のほ

うの支援をしていきましょう、そのために親が相談できるような環境を整えまし

ょうというのはいっぱい、いろいろ施策があるようなのですが、子ども自身が相
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談するということができるように、相談しなければその先の権利、保障というこ

とにも至らないので、それがどこに書かれているのかなというのが、ちょっと見

当たらないかなと思いました。 

確かに、例えば児童相談所に自ら行く力のある子が児童相談所に行って、家を

出たいのです、保護してくださいというのは、私の経験で言えば増えてきている

かなという感じもするし、実際、江戸川区児相さんでもそういうのあるかもしれ

ませんが、そこまで家を出たいとかではなくて、家にいたんだけれども、でも家

の中では孤独感を感じてしまって、それで今、社会問題になっているトー横、歌

舞伎町などに行っている子たちですよね。それがどんどん低年齢化していて、中

学生もすごく多くなっていて、私自身、歌舞伎町で中学生たちに出会ったり、そ

こからの相談を受けたりということも結構あるのですが、その中に実は江戸川の

お子さんたちもいるのですね。どこというわけじゃなくても、いろんな区、他県

も含めているのですけれども、その子たちは今現在、身体的暴力があるとか、虐

待があるから家を出たいとまでは言わない子がたくさんいて、でも聞いてみると、

成育歴は例えば親と生き別れがあり、あるいは死別していたりして、おじいさん

とかおばあさんとかのお家で育っているけれども、とても孤独感を感じていてと

か、あるいはネグレクトには入るんじゃないかなと思うけれども、でもそのご自

身もそうやって育ってきているから、特にネグレクトだから家を出たいとか言わ

ないけれども、やっぱり家は居心地がよくないからＳＮＳで友達を求めて、そう

するとそういう子たちが歌舞伎町のトー横に集まっていて、その先、体を売る、

性搾取の被害に遭うとなると、そこは今、対策を強めていますけれども、そうじ

ゃない、まだそこまで至っていなくて友達が欲しいからあの辺りにいるのです、

幸いまだ性被害には遭っていません、そんな怖いところだと思っていませんみた

いな子たちを、できればその段階で地域で居場所をつくってあげてほしいんだけ

れども、それは役所に行くというのはとてもハードルが高いですよね。 

それで、今ＳＮＳ相談とかいろいろありますけれども、ＳＮＳ相談も簡単では

ないんだけれども、全ての子どもがどこかに引っかかるとも限らないけど、でも

少なくとも今よりもう少しハードルの低い、子どもが相談をできるような仕組み

を、しかもその相談という感じじゃなくて、居場所になるようなところをつくる

ような、そういう施策が今、必要なんじゃないかなと思っています。警察が補導

しました、児相に通告はしました、でも児相はもう家に帰しました、でも、やっ

ぱり寂しいからまた友達を求めて来るのですという、こういう繰り返し繰り返し

ということが、水面下も含めたらもう数は分からないですけれども、でも表に出

てきているものだけでもかなりあるということに鑑みると、それが必要なんじゃ

ないかなと思いまして、事前に送っていただいたこの子どもからの意見でこんな

ことありますって、この江戸川こどもプランの中に、例えばですけれども、４ペ
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ージ目に中学生や高校生が遊べるような場所があるといいという声が拾われてい

ます。 

実際に言ったこの子がどういう意味で遊べるような場所って言ったか分からな

いのですけれども、中学生とか高校生が遊べる場所って言っているのは、必ずし

もその行政的に何かここで出てくる体験をしたり、チャレンジができるようにみ

たいな、そういう行政っぽい遊びというよりは、とにかくだべりたい、お菓子を

食べてだべりたいとかということかもしれなくて、ここに答えた子がそれかどう

かは分かりませんが、そういうニーズって多分あると思うので、そういう意味の

すごくソフトな居場所をつくってもらいたい、そういうことも計画してもらえる

といいかなと思います。 

東京都が「きみまも」というのをつくったのはご存じだと思いますが、あれは

もう早速機能しなくなっていて、行政ということのハードルも高いことがあって、

あるいは受援力がある人たちはそこへ行くと思いますが、あそこでの問題が、成

人男性たちから性被害を受けるという事件があったということを踏まえて、身分

証明書を求めるということになったので、中学生たちはあそこに行けていません

し、９時までしかやっていないので、あそこに行けない子たちがトー横広場、そ

れから１１時になると補導が始まるので、ラブホテルなどに女の子同士で入って、

ホテル側も中学生だろうって見るからに分かるんだけど、お金になればいいやっ

て入れちゃっていたりする子が夜中に、そのラブホテルで過ごし、朝になったら

出てきてみたいな感じで過ごしているのですが、そういう子たちが行けるような、

ソフトな場所があることも必要なんじゃないかなと思いますので、そういうこと

も、今いきなり言ってそれやりますにはならないと思うけど、そういうのを念頭

に置いた計画を考えてほしいなと思います。 

以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。それでは、何かございますでしょうか。 

（援助課長） 児童相談所援助課の小泉でございます。いつもお世話になっておりま

す。ありがとうございます。 

今、川村先生のご意見のところなのですけれども、確かにすぐにというのはな

かなか難しい現状はございます。一応ですね、私どもでは４２ページのところに

ですね、家庭支援事業等の整備に向けた取組ということで、現在、児童福祉法上

に位置づけられていての堅い書き方ではあるのですが、４２ページの下から２行

目の児童育成支援拠点事業というものも今、国も言っているものがありまして、

ただ、これに該当するものが今あるかと言われると、そこはなかなかピタッとは

まるものはないのですが、この中で言われているような、養育環境等に課題を抱

える子どもたちが相談できるような場所を整備をしていくというのは念頭に置い

て、計画は考えております。 
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あと、実際、区の児相でございますので、戻りますが３９ページの図のほうで

示させていただいております。こども家庭センターを中心に様々な機関と連携を

取ってというところの中で、やはり地域の方の見守りの体制というのも必要にな

ってきますので、私どもはこういう地域の関係の方からいろんなお話をいただい

て、こちらから出向いていってというようなものができたらいいなというところ

は思っています。 

ただ、それが具体的にいつ、こういうのを何か所というのは、すみません、今

の段階ではちょっと申し上げられないのですが、そういう観点で進めていきたい

とは考えているところでございます。 

以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。それでは。 

（川村委員） ありがとうございます。今おっしゃったその３９ページのこの図を見

て、子どもがどこに相談するのかなということを感じたものですから、それから

さっきの何でしたっけ、その前の何ページでしたっけ、あそこもちょっと堅いも

のなのですよね。 

本当、例えば不登校があるとかいじめがあるとかということで、明確に自覚し

ていて、どこかにつながってくるとかではないものが、気軽に相談できるという

ことが必要なのかなと思って、本当は学校、ここではちょっと学校との連携のこ

とがほとんど出てこなかったように思うのですが、本当は学校で学校の先生がキ

ャッチできればいいんだけれども、やはり学校も明確な虐待という感じに捉えて

いないときに、そのままになってしまっている、しかもいじめられたとかという

学校での主訴が出てくればいいけど、そうではない何となく学校も居場所がない

んだ、先生も信頼できないんだみたいな場合に、どこにも声が拾われていかなく

て、拾われていくのが、同じような悩みを抱えている、それでその結果あまりよ

ろしくないところに出入りしている子どもたちになり、その先いわゆる泊め男み

たいなところに行ってしまうというのを防ぐためのことを、地域で考えていただ

きたいなというふうに思いますので、すぐには難しいのは分かりますが、ちょっ

とそれを意識しているよということが分かるようなものがどこかに入っていると

いいかなと思いました。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

それでは、ほかにご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員） 鈴木です。権利擁護部会でも質問させていただいたことと重なると思

いますけど、質問、意見ということになりますけれども、東京都は児童心理治療

施設がありませんので、恐らく都の意図としては児童養護施設の中で心理治療機

能を強化していくというふうな意図があるとは思うのですけれども、実際は、児
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童心理治療施設に措置が必要だというお子さんが他県を利用している実態が恐ら

くあると思うのですね。 

やはり江戸川区の子どもは江戸川区で守ると言いながら、他県に措置をしたら

親御さんとの交流とかが制限されるとか、あるいは障害の重い重症心身障害のお

子さんなんかもどうしてもかなり遠いところに措置をせざるを得ないということ

があろうかなというふうに思います。これは江戸川区だけできっと解決できる問

題ではないと思うのですけれども、やはりそこをどうしていくのかというふうな

ことが見えてくることが必要なんじゃないだろうかなというのが一つあります。 

二つ目は自立支援のところなのですけれども、今回新しい取組で拠点事業とか

始まって今いろいろな相談を進めていくということがありますけれども、今、私、

大学の教員をやっていて社会的養護から進学してくるお子さんもいらっしゃるの

ですけれども、非常に厳しい状況があります。厳しいというのは、授業料の減免

とかはあるのですけれども、ふだんの生活を維持していくということにおいては、

アルバイトをすごくしなければいけなくて、それも本当に夜遅くまでアルバイト

をして、中には水商売という子どもも、学生もいるのですけれども、そうすると、

大学に来れなくなってしまうわけですよね。成績が極端に下がってくると、その

奨学金ももらえないというふうな状況になってきて、結果的に大学を辞めてしま

う、中退率も高くなってしまうというふうなことがあります。 

だから、進学率自体も社会的養護から２割くらいだというふうに思いますし、

中退率も高いというふうなことがあります。ですので、具体的にやっぱり進学率

を高めて行きながら、大学に行った後、あるいは２０歳を超えてからの具体的な

支援というか、私は数値目標も出してほしいのですけれども、そういったことを

社会的養育推進計画の５年というスパンの中で考えていくのであれば、そこをで

すね、やはり目標を考えていただきたいなというふうに思いました。 

あと幾つかあるのですけれども、取りあえず二つだけ出しておきます。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。それではこれにつきまして、何かご回答等

ございますでしょうか。 

（援助課長） ありがとうございます。今おっしゃっていただいたところは課題にも

なっておりまして、私ども特別区の児童相談所もですね、会議をしたりしている

中で、やはり話題になっているところです。各区が様々な自立支援の取組をして

いる中で、それを効果的にどういうふうに、その方たちにまずは知っていただく

かというのも大事だと思うのですね。制度をつくって、それを利用していただけ

るということを知らないでいらっしゃる方もいます。 

実際、私どもが今、経験しているのは里親さんから自立した方に居住支援のこ

とをお一人お一人に対象の支援の制度をお話し、それぞれお手紙を出したりお電

話をしたりというふうなことをしていったところ、やっぱり利用したいという方



－１３－ 

がすごく増えてきたのです。なので、制度の拡充ですとかもしますけれども、ま

ずその方たちに知ってもらうようなところもしていきたいと思っていますが、ち

ょっとこの計画の中でそのような細かいところまでは実際は載せられていないと

いうのもございますので、何か文言の中でそういう今のような取組をさらに進め

ていくようなことも加えられたらいいなというふうに思っているところです。 

また、東京都とも計画のほうでは、先ほど先生が最初におっしゃった部分につ

きましては、私どもの計画の中でもやはり広域的な調整が必要という部分もござ

いますので、そこは東京都の計画の中にも少し区の意見も反映できるようなとい

う形で、そこも会議等を設けて今、推進計画をつくっている、東京都もつくって

いるところですので、そこと合わせて考えていけたらというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

（髙橋副委員長） 髙橋でございます。今、鈴木委員から二つお話が出ましたので、

補足的に。私はたまたま今、児童養護施設におります。その前は児童相談所にお

りましたので、流れは何となく体感しているつもりでいるのですけれども。 

一つ目のその児童心理治療施設については、現実に東京都はありませんので、

非常に恐らく各施設はかなり難儀をしている状況にあるだろうと。今、施設が難

儀をしているというよりは、今日のこの大きな目標である子どもの権利擁護に関

係して、結局はそういったその適切な環境は確保できない、子どもたちに提供で

きない、物理的な問題もそうですし、子どもたちもいろいろその課題を抱えてい

ること子どもが多くて、それはそれぞれのストレスがやっぱり非常にあるわけで

すね。 

そうした中で、子どもたちが暮らすことになるわけですから、そうした意味も

あって子どもたちの、あんまり権利権利というのはどうかというふうに言われる

可能性もなくはないのですけども、それでもやっぱり子どもがきちんと生活でき

ることを確保できているのかというと、必ずしもというか、かなり不足している

であろうというふうに実感をしております。 

そこのところはこれからの、別に江戸川区だけの問題ではなくて、それも含め

てですね、それは行政のやっぱり責任であろうと、自分もその行政にいた側とし

ても根本的にやっぱり考えていく必要はやっぱりあるだろうと。それは子どもた

ちのためにということですね。そんなふうにずっと考えておりまして、ちょうど

鈴木委員からもそんなようなお話が出ましたので、あえて同じようなことになり

ますけども、お話させていただきました。 

それから、自立支援については、確かに大学に今、行く子が少しずつ増えてき

ています。それは私たちとして喜ばしいことだなというふうに思っています。た
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だ、支援も大変ですし、当の本人たちは相当大変です。非常に粗っぽく言うと一

般的な家庭から大学に行く子どもは、自分の部屋があってご飯が食べられて寝る

ところがあって、多少のアルバイトはそれはするかもしれませんけども、基本的

には学費を出してもらって、そういう環境の中で大学に行くということが一つの

スタンダードだとすれば、全くそれがゼロなわけですので、非常に厳しいわけで

すね。 

奨学金の給付型か貸付型かという問題も含めてですね、施設としても今、自立

の支援に相当力を入れています。それでも大学を休学したりする子はいますけれ

ども、何とか、それは支えていこうというふうに言っていますが、なかなかやっ

ぱり子どもたち自身の置かれた環境は厳しいところがあってですね、そこはやっ

ぱり大人たちの責任として何とか手当をしていくことがやっぱり必要ではないか

というような感じはいたします。 

鈴木委員のと全くもう重複する話で恐縮ですけれども、現場からの発信として

ちょっとお話させていただきました。 

以上です。ありがとうございました。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

それでは、ほかにご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（久保田委員） すみません、遅れて来ました日本大学の久保田です。 

ちょっと途中から来ましたので、ちゃんと説明を聞いてなく、もしかすると、

これまでもう既に話が出た話なのかもしれませんが、ちょっと川村委員のお話も

聞いて、ちょっと思ったことがありますので、ちょっと２点ほどお伝えさせてい

ただこうかなというふうに思います。 

まず、この社会的養育推進計画の全体像の中で、権利擁護、子どもの意見表明

みたいなところが項目としてあるというところで見させていただいたのですけれ

ども、権利擁護部会のほうでもたまに話が出ますけれど、やっぱり子どもの意見

を拾った後にそれに対してどういうふうに対応していくのかというような文言と

いうか、視点というか、そういったところが少しあまり書かれていないのかなと

いうふうに、ちょっと印象として持ちましたので、やっぱり社会的養育計画の中

でも、やはり社会的養護の状況になっているお子さんたちの意見を表明していた

だいて、それを受けて、やはり子どもたちと一緒にいろいろなものを考えていく

というスタンスを区として持たれたほうがいいんではないかなというのが１点思

ったところです。 

２点目もちょっと川村委員のお話を聞いて思ったところなのですけれど、図の

お話がありましたよね。３９ページの図のところで、ちょっとこれを見て思った

のですけれど、後ほどの話に出てくるところかと思いますが、こどもプランのほ
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うも見させていただくと、子どもの権利擁護のところで、子どもの権利擁護委員

の話が、こどもプランのほうにはきちんと記載されているのですけれど、ここの

３９ページの図の中に、その子どもの権利擁護委員、要は子どもから権利擁護の

立場で相談を受ける立場の人が入っていないというのは、ちょっと気になるかな

と思いました。 

川村委員のお話を聞いて、もちろん施設に入る子、一時保護している子、児相

で支援している子たちももちろんですけども、それ以外に権利擁護の立場で子ど

もの相談に乗る人がいるんであれば、やっぱりその人たちとの連携もきちんとし

ていただき、先ほどの話ともちょっとつながりますが、子どもたちの意見から施

策を考えていくというところもスタンスとして持っていただくと、やはり子ども

の意見表明、その意見表明に対する社会の構築のような立場で、今後江戸川区は

進めていくんだというところが少し明確にできるといいんではないかなというふ

うに思いました。 

ちょっと他区の話をさせていただくとあれですけども、世田谷区のほうで、私

はこども計画とかに関わっていますが、世田谷区のほうはそこの子どもの権利擁

護をする立場、子どもの意見を表明する、受け止める立場と支援する側、行政、

そこが連携してということで、そこは割と今、合致させようみたいなことで取り

組んでいますので、ちょっと江戸川区さんもそのような方向になっていただくと、

よりよいのではないかなというふうに思いました。 

私からは以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。それでは何かこれに関しまして、ご回答ご

ざいますでしょうか。 

（援助課長） すみません。ありがとうございます。権利擁護委員さんとの連携とい

う辺りについては、最初の６ページのところには、すみません、子どもの権利擁

護機関等という囲みで、一応、目指すべき姿というところには記載をさせていた

だいているのですが、もう少し具体に落としたときに、先ほど先生がご指摘のよ

うな記載がないので、少し、ちょっと検討させていただきます。ありがとうござ

います。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

それでは、ほかにご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（髙橋副委員長） すみません、申し訳ございません。全く事務的な話で恐縮です。 

スライド１１３のですね、児童相談所設置に向けた取組の黒四角の江戸川区児

童相談所、もしかして開設までの経緯とか何か抜けちゃっているんでしょうか。

「開設」とか何かそんなような言葉が入るんでしょうか。ちょっとそこだけ、す

みません。 
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（遠藤委員長） 直していただければと思います。よろしくお願いします。 

ほかにございませんでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員） 先ほど言ってしまうといけないと思って二つにしたのですけども、あ

と二つ意見を言わせていただきたいのですけれども、一つは、他県とか他区で実

践が始まっているのですけれども、子どもの意見を表明する場として援助方針会

議への子どもの参画ということが取り組まれようとしています。 

子どもがいないところで重大な決定がなされるというふうな今の仕組みは、や

っぱり変えていかなければいけないということで、恐らく今、実践が広がり始め

ていますので、この社会的養育推進計画の５年を考えたときは、何らかの形で、

子どもが援助方針会議に、その最終的な意思決定がなされるところに、子どもが

何らかの形で関わるというふうな、そういった仕組みをやっぱり目標として立て

てほしいなというのが一つ思っているところです。 

あともう一つ、これはもう私がこだわっているところかもしれませんし、これ

までも意見を言わせていただいているのですけれども、やっぱり子どもは、でき

るんであれば虐待のない家庭に帰って、そこで実際の自分が生まれた家庭で育ち

たいというふうに思っているわけですよね。そうすると、やっぱり親御さんも当

事者なわけで、その当事者がいかに子どもを主体者として守っていけるかという

ふうなことが、やっぱりすごくテーマになってきて、親子関係支援事業とか、い

ろんなケアのテーマはあるのですけれども、当事者である保護者が主体者となれ

るような支援というのが、やっぱり今、児童相談所に求められているところだと

いうふうに思っているのですね。 

児童相談所が専門職として指導や支援をしていく、常に家族は受動的に支援を

受けるという立場に置かれていくと、結局、ディスエンパワーされてパワーをな

くしていくというふうな、そういうことになってしまうというふうなのが私が思

っているところで、やっぱり当事者が主体者として子どもを守れるような、ある

いは幸せをつくっていけるような、そういった支援ということを児童相談所が掲

げながら、すごく難しいテーマだとは分かっていますけれども、それは根本的に

必要なテーマであると思うので、その受動的に指導を受ける、治療を受けるとい

う存在ではなくて、家族自身が自らの力で動き出せるような支援ということを、

どこかでうたってほしいなというふうなのが思っているところです。 

この二つです。以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。これにつきまして何かご回答等ございます

でしょうか。 

（児童相談所長） ご意見ありがとうございます。先生がおっしゃるとおりのことだ

と思います。特にその当事者のエンパワーメントも含めて、当事者が主体となっ
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て、自分たちの課題を解決していく力を育むというところは、根本的に今、江戸

川区児相もそうですけれども、いわゆる面接の技法であるとか、そのアプローチ

の仕方、特にソリューションフォーカスのアプローチであるとか、そういったと

ころはやっぱり重要になってくるかなというふうに思っています。 

先生にも毎年ご登壇いただいて、うちもサインズ・オブ・セーフティについて

は学ばせてはいただいていますけれども、組織的にそれを取り入れているかとい

うと、そこはまだまだできていないところなので、できれば来年度、本格的にち

ょっと組織としてそういったソリューションのアプローチを取り入れて、組織と

していきたいなというふうには考えています。 

この養育推進計画の中にもそういったエッセンスを盛り込んでいければいいか

なというふうに改めて思いました。ありがとうございます。 

（鈴木委員） 全体を読んでいて、本当に家族が弱々しくですね、子どもを守れない

保護者というふうなことが読み取れてしまうという、そういう印象を持ったので

すね。 

だからもっと家族の可能性というのを、もちろん家庭に戻れない子もいますけ

れども、ご家族が主体になれるということをどこかに江戸川区としてうたいなが

ら家族とともにですね、やっぱり指導とか支援ということも大切ですけど、協働

を一緒にやっていく養育、家族と一緒にやっていくんだって、江戸川区も守るけ

ど、江戸川区は親と協力しながら、協働しながら、子どもを守っていくんだとい

う、そういったニュアンスが入るのがいいなというふうに私は思っています。 

（川村委員） 一つ目のご意見の答えはありますか。援助方針会議。 

（児童相談所長） そうですね。一つ目の援助方針会議にお子様が、当事者に参加し

ていただくというところ、先駆的に中野区さんなんかは取組を始めていらっしゃ

るということは情報をいただいていますし、江戸川区としても、どういった形で

参加していただくかというのは非常に今、現状で具体的にどういうというプラン

はまだ抱いてはないのですけれども、やっぱり子どもの意見表明というところ、

あるいはその子どもの意見をどう取り入れていくかというところが重要なところ

だと思いますので、そこは考えていきたいというふうに思っております。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにも、いかがでしょうか。ご質問、ご意見、ございましたらと思いますが。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

（大澤委員） すみません。少し今までの議論とはずれるかなと思うんですけれども、

そもそもこの社会的養育推進計画というのを誰が読むのかなというふうにちょっ

と考えていまして、もちろん区のホームページ等で公開されていくということは

承知しているんですが、これを自分に関係のあることとして読む区民の方が果た

してどのぐらいいるのかなというのをとても残念に思っていたところなんですね。 
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社会的養育、もちろん計画の名称が変わるということはないんですけれども、

社会的養育とついてしまうと、もう普通の子育て家庭の方が自分には関係ないこ

とだという印象を与えてしまうのかなと思っていて、ただ、実際には、子育て家

庭に対する支援であるとか妊産婦に対する支援であるとかという部分が、区とし

てはこういう計画で取り組んでいますよということが書かれていますので、これ

をどのように区民の皆さんに広報していくのかということが少し盛り込まれても

いいのではないかなというふうに感じております。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。これにつきましてはいかがでございましょ

うか。ご回答ございましたら何か。 

（援助課長） ありがとうございます。確かに先生のおっしゃるとおりで、なかなか

堅い名前なので、本当に見てほしい人に届くかなというのは確かにそうです。 

広報について、今、こういうふうにというのがないんですが、今、この後に報

告がありますこどもプランのほうにもこういう計画があるというのをまず、少し

こどもプランのほうが易しく書かれたものになっていますので、その中で触れて

いく中で、私たちもまず関係者から発信してもらう。例えば要対協ですとかで学

校の先生方にも発信する機会がありますので、それで折に触れてこういうものが

あるというのをしっかり伝えていきたいと思いますし、子ども・子育て応援会議

という、子育て支援課さんがやっていらっしゃるものもあって、そこには保育園

の関係の方ですとか一般区民の方も入っていらっしゃいますので、そこでしっか

りこういう計画を立てて江戸川区としてはやっていくというのを丁寧に解説はし

ていきたいと思います。少し広報は、ありがとうございます、今後もしたいと思

います。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにもいかがでございましょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（小田切委員） 私は里親もやっていますので、里親の立場からちょっと発言したい

と思いますけれども、里親にとって１ページの家庭養育優先原則というのは、す

ごいことだったんですね。ですので、これはいろいろな意見があると思いますけ

れども、一番最初のところはぜひこの言葉を入れておいてほしいなということと、

これを今も大澤先生がおっしゃっている、誰が読むかというと、恐らく江戸川区

の里親さん、近隣の区の里親さんたちは多分見ると思うんですね。 

８２ページから書いてあるこれを読むと、何か確かに委託が進んでいないとい

うのはあって、国のほうのこどもプランの社会的養育推進計画のやれといった通

知を読むと、里親委託率がこれ、相当低い段階にあるのかなということと、かな

りいろんな里親さんたちが気にしてるのは、里親委託率がどのぐらい伸びるんだ

ろうとか、それを伸びない理由は何だろうというふうなことになると思うんです
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けれども、東京都、里親の登録数が少ないということが一番の要因だろうなと、

住宅事情もあるんでしょうけれども。これを里親制度をここに真剣に取り組むと

すれば、ここら辺の取組をもう少し支援していかないと里親登録数は伸びないん

じゃないかななんて思ってるんですけども。 

それともう一つ、一番最後のところに書いてある、里親になって子どもを養育

して難しいこと、課題のある子どもたちを養育している里親さんを誰がどう、江

戸川区は誰がどういうふうに支援していくんだと、里親支援の話ですけども、こ

れを見ると、江戸川区の里親はあんまり支援をしてもらえないんだなというふう

な感覚で読まざるを得ないのかなというふうな感じにも取られるんで、ちょっと

もう少し厚く書いたほうがいいのかなというふうな、具体的なことは言いません

けれども、思います。 

以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。これにつきましては何かご回答ございます

でしょうか。 

（援助課長） ありがとうございます。なかなか里親さんの委託を現場で見ています

と、お子さんも確かにとても課題があるお子さんもいますし、それを見ていただ

ける里親さんも非常に頑張っています。 

今現状としては、フォスタリング機関によって支援を取り組んでいるんですが、

私のほうですと、最近、子ども担当のほうの福祉施設とか心理士も子どもの様子

を丁寧に伝えて、あとは里親さんからのご意見を丁寧に伺ってということは積み

重ねてはいっているんですが、なかなかここの計画の中にこれだけのサポートが

できますというのは、今ちょっと具体に明記できないという部分はありますが、

国のほうでも里親支援センターの設置に向けてということも言っておりますので、

その部分については書かせていただいているところです。 

もう少しその辺を分かりやすく、私たちもしっかり里親さんの支援に取り組ん

でいくというところは明記できたらと思いますので、検討させていただきます。

ありがとうございます。 

（遠藤委員長） ありがとうございました。 

ほかにいかがでございましょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（矢萩委員） 素朴なところで恐縮ですけれども、先ほど誰に向けて書かれているも

のかという委員のご意見もありましたが、これは、パワーポイント資料の状態で

計画として出されることになるんですよね。たくさんデータも入っていて、実証

的に方針が述べられているのですが、例えば目次を開けたときにどのページにあ

るのかが、大変読みにくくて、分かりづらい。そして、おびただしい調査データ

があるんですけれども、例えば後ろの資料編で、小学生以上の子どもにアンケー
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トを取られているんですけれども、途中権利擁護のところにも、「子どもに権利

があることを知っているか」など同じ情報があちこちに出てくる。ごめんなさい、

ページが見つかりませんが、円グラフになっているスライドがあって、同じデー

タが分かれて記載されていますよね。 

それから、調査結果だけが示されていて、それをどういうふうに考えるのかと

いう、読み取りというか、だから江戸川区としてはこういうふうにしていく、こ

ういう方向を目指しますというような記述がなく、せっかくのデータが生かされ

ていないように感じました。それが１点目です。 

それから、先ほど来、３９という番号のスライドの図が話題になっていますけ

れども、妊娠期からの切れ目のない支援というのはもうずっと言われていること

で、児童福祉の部分と母子保健の部分が分断せずに、そこの連携を図るというこ

とが、何がどう連携していくのか、そのために江戸川区としてはどのような手だ

てが講じられているのかというような説明、つまり、対象、読み手に対する配慮

というんでしょうか、何かそういうのがあると、情報量がとても多いので、この

概要版とセットなのかもしれないんですが、こちらも文字中心で、全体の立てつ

けみたいなものが図示されているとか何かそういうものではないので、せっかく

の計画がもったいないなと思うのです。伝わりやすくなるよう、何かその辺りの

工夫がなされるとよいのではないのかと、私見ですけれども感じました。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。これにつきましては何かございますでしょ

うか。 

（援助課長） ありがとうございます。なかなか作ってみますとそういう視点で、た

くさん入れたいことがあったりとかして、確かに読んでいただく方に分かりやす

いというところは、やっぱり一番重視しなければいけないところだと思いますの

で、その部分はちょっともう少し分かりやすくできたらと思いますので、検討し

ます。 

あと、結果がどういうふうにというのも、そこもアンケートをしてそこを中身

にその辺は少し反映はされているんですけど、確かにぱっと見たときにそこをど

ういうふうにという、分かりやすくはなっていない部分もございますので、そこ

は改めてもう一度確認しながらやっていきたいと思います。 

以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

（矢萩委員） すみません。さっき見つからなかったのは、５５ページと後ろが１２

２ページでした。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにいかがでございましょうか。 

じゃあ、よろしくお願いいたします。 
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（河藤委員） すみません。私のほうは、この計画の具体的な中身のほうは専門外と

いうこともありまして、こういう取組をされているんだな、これだけ計画を立て

られてるのかということで、感心して読ませていただいていました。私の担当は

お金に関することなので、その面を伺いたいのですが、これまでも計画を立てて

実施されてきた、予算に対して実績ですよね。それで新たに計画を立てられて、

５年で推進していくと。今までの実績に対してどの計画にどれだけ必要なのか。 

今のお話の流れで、里親の方にもっと支援してほしいとか、施設から大学に通

われている方の、授業料だけじゃなくて生活に対する支援もしてほしいとか、そ

の本当に必要な支援のところに予算が、お金がうまく回る、全体計画の中の、

個々の予算も必要なのですけれど、それを合わせたところで必要なところにお金

が行く、その全体的な観点でのお金の配分というのは、どのように考えられてい

るのでしょうか。 

（援助課長） ありがとうございます。実際、この計画はどちらかといえば、こうい

う方針でやっていくというところを合わせたものになりますので、個々のどうい

うふうな事業を展開してやっていくかということについては、区の施策の中でう

たっているものでございますので、計画としては方向性、そういうものを示して

いくというものでご理解いただければというふうに思います。 

あと、江戸川区として、こちらの社会的養育推進計画を立てるのは、実は今回

が初めてでして、以前は、令和２年度に開設いたしましたので、東京都の社会的

養育推進計画に基づいて実施をしておりました。 

やはり広域的なものというところで、区とぴったり合致するものはないんです

けれども、方針としてはそれに沿ってやってきたという部分はございますので、

この計画については、私どもの今後の方向性等を示したものというふうにご理解

いただければというふうに思いますが、よろしくお願いします。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにいかがでございましょうか。 

じゃあ、一つ私から１点です。ご回答いただく必要はございませんけれども、

４５ページ以降に支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組というところが

ございまして、基本的に例えば妊婦全数面接であったりとか、そういった事業に

関して具体的に計画が立てられていることだと思うんですが、虐待の予防という

ことを考えたときには、やはり妊娠期からのケアというのは際立って重要である

ということは言うまでもないんですけれども、虐待の兆候というのが、既に妊婦

の方の様子であったりとか、子どもに対するイメージ等から読み取れる。逆に言

えば、その兆候というものが読み取れたら、その段階から集中的なケアをしてい

くことによって、虐待を最も効率的に防ぐことができるというのが、基本的に今

の一つの常識的な考え方になっているような気がいたします。 
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そういうことを考えたときに、恐らくどうしても妊娠、妊婦さんのケアという

ことになると、保健師さん等が中心になると思うんですが、実はやはり心理士の

方であったりとか、多職種の連携の中で、そういう虐待の兆候などを的確に早期

の段階で捉えて、そしてそれを未然に防ぐような、そういうふうな具体的な何か

の働きかけをしていくことによって、より効果的に虐待の未然の防止ということ

が可能になるのではないかなという気がいたしますので、ちょっとその辺り、切

れ目ない持続的なサポートという中の具体的な中身というところに関して、さら

にご検討をいただければというようなことをちょっと思った次第でございます。 

ほかに何かございますでしょうか。いろいろとご意見を頂戴したところでござ

いますけれども。 

それでは、じゃあ、一旦お戻しいたしまして。 

（相談課長） すみません。様々なご意見を本当にありがとうございました。 

計画はこれからパブリックコメントをやって、完成のほうに進んでいくんです

が、今日いただいたご意見なんですけど、児童福祉審議会としての意見、本日い

ただいた意見を踏まえて、この後、ちょっと委員長等に一任という形で、事務局

と委員長で調整して、今日いただいた様々な意見をできる限り反映させていけれ

ばと思っております。全部という形にはならないかもしれませんが、委員長と調

整して、今後、進めていかせていただければなと思うんですが、いかがでしょう

か。 

（遠藤委員長） 分かりました。今、事務局のほうより、社会的養育推進計画の最終

調整についてご提案いただいたわけでございますが、今、ご提案いただいたよう

な形で、今後進めていくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（遠藤委員長） それでは、今回いただいた貴重なご意見ですね、最初、川村委員か

らは、４ページの文言ということに関して、ちょっとそれがより正確に誤解なく

伝わるような形で、少し表現を調整していただきたいというようなお話と、あと、

子ども自身の相談の場というのを設けるということ、居場所というようなことも

含めて、さらに検討が必要なのではないかというような貴重なご意見をいただい

たかと思います。 

それから、鈴木委員からは、児童心理治療施設が東京にはない中で、子どもた

ちの心理的なケアというようなことに関してどんなふうに進めていくかというこ

と、さらには自立支援というようなことに関してのやはりその具体的なプランニ

ングというようなことについても貴重なご意見をですね、さらには髙橋副委員長

からもそれに関わるような貴重なご意見を頂戴いたしましたので、その辺りをさ

らに検討をさせていただければというふうに考えたところでございます。 

さらには、様々な意見というのがございまして、例えば久保田委員からは、今
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後、意見をどういうふうに、子どもから意見というのを聴取したときに、その意

見というのをどんな形で具体的に実現していくかという、その具体的な実現の仕

方というようなことに関してのその方策というようなところをそこについての貴

重なご意見があったかと思いますので、そちらのほうもぜひ検討をしていかなけ

ればいけないなというふうに、今、思ったところでございます。 

それから、大澤委員及び矢萩委員からは、この計画というのが誰によって読ま

れるのかというところをもう少し意識すべきではないかということ、広くいろん

な方に正確に的確に読んでいただくためには工夫が必要だろうということですね、

そういう広報の仕方ということも含めて、少し検討すべきことがあるのではない

かというようなお話もいただいたわけではございます。 

さらには、小田切委員からは、里親の制度というようなところをさらに充実し

ていくために何ができるか、何をすべきかというようなところをお話いただいた

かと思います。特に里親の方をどういうふうにサポートしていくかというところ

が、実はちょっと見えないところがあるというところで、そこのやはり具体性と

いうのを高めていくということを非常に重要な課題なのではないかなというふう

に考えたところでございます。 

さらには、河藤委員からは、予算も含めてこの計画というところを具体的にや

はり現実的にはそういった予算が絡むところで、どういうふうにうまくそこを調

整しながら計画ということを実施、実現できて、することができるか、ちょっと

そういうことに関してのやはりその見通しというようなところに関しても検討が

必要であるというような、そういうことを思った次第でございます。 

今、今回いただきましたいろいろな意見というのを修正のほうに反映させてい

ただきたいと思いますので、こちらのほうを私も少ししっかり検討をしていきた

いというふうに考えたところでございます。 

それでは、まず最初の議題につきましてはここまでということで、ありがとう

ございました。 

続きまして、未来を支える江戸川こどもプラン～江戸川区こども計画～につい

て、事務局よりご説明をお願いいたします。 

（子育て支援課長） それでは、子育て支援課の加藤からご説明をさせていただきま

す。大変失礼と存じますが、着座にてご説明させていただきます。 

資料２－１の未来を支える江戸川こどもプランをご用意いただければと思います。 

現在、区では策定を進めております未来を支える江戸川こどもプランについて、

改めてご説明させていただきます。 

この計画につきましては、以前、各部会の委員の皆様に計画の概要や骨子につ

いてはご送付をさせていただいてるところでございます。今回、素案ができまし

たので、順次ご説明をさせていただければと存じます。なお、ボリュームが多い
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ところでございまして、ポイントを絞ってご説明をさせていただきます。 

まず、１ページ目をお願いいたします。 

第１章の計画策定にあたってでございます。第１章としまして、計画策定の背

景などを記載してございます。 

本区は令和２年３月に法定の子ども・子育て支援事業計画として、「未来を支

える江戸川こどもプラン（令和２年～６年度）」版を策定し、子どもや子育て支

援の取組を行ってきたところでございます。今回、その計画年度が終了すること

に加え、国のこども基本法やこども大綱に沿いまして、本区の子ども計画として

総合的な子ども・子育て施策を進めるための計画を策定するものでございます。 

それでは、８ページをお願いいたします。 

当計画の位置づけについてご説明をいたします。本区の総合的な子ども・子育

て計画としまして、記載にありますとおり、子ども・子育て支援事業計画やその

他の様々な分野の子どもに係る計画を包含する形で策定をさせていただいており

ます。 

１０ページをお願いいたします。 

計画の策定体制としまして、当計画ができるまでのプロセスを記載してござい

ます。当計画につきましては、まず、区民の様々なニーズを把握するため、区民

基礎調査というアンケート調査を行っております。保護者だけではなく、子ども

本人や若者、子育てを終えた中高年世代にも実施をしているところでございます。 

次に、２に記載がありますとおり、子どもに関わる団体への意見聴取も行って

いるところでございます。様々な活動分野の団体にアンケートやヒアリングを行

いまして、１８団体からお声を聞いたところでございます。 

さらに、３に記載にございますとおり、計画の概要版についての子どもの意見

聴取も行ったところでございます。 

資料２－２でお配りしてございますけども、子ども向けの概要版を区ホームペ

ージに掲載いたしまして、各小中学校や共育プラザに周知をしまして、ご意見を

いただいたところでございます。６１件のご意見をいただいたところでございま

す。 

加えまして、４にございますとおり、声が聴かれにくい子ども・若者への意見

聴取も行ったところでございます。実施対象としましては、ＬＧＢＴや日本語学

級、不登校児童、ヤングケアラーなど、日頃、声を上げづらいであろうお子さん

当事者からもヒアリング等を行ったところでございます。 

それぞれの結果につきましては、２８ページ以降に記載してございますので、

後ほどお読み取りいただければと存じます。 

１１ページをお願いいたします。 

５番の江戸川子ども・子育て応援会議についての記載がございます。当計画に



－２５－ 

つきましては、「江戸川区子ども・子育て応援会議」において、意見をいただき

ながら進めておるところでございます。 

来週の会議を予定してございますが、その後、パブリックコメントを経まして

確定させていただきたいというふうに考えてございます。 

１２ページをご覧ください。 

第２章の江戸川区の子どもと家庭を取り巻く状況でございます。このページか

らは、第２章としまして、今申しましたように、状況について掲載してございま

す。区の人口の推移や、合計特殊出生率などのデータ分析を行うとともに、先ほ

どの意見聴取の結果などを踏まえた区の課題などを記載してございます。 

続きまして、６１ページをご覧ください。 

第３章としまして、当計画での基本理念や基本方針、計画の体系について記載

してございます。 

まず、計画の基本理念としまして、区の目指すべき姿としまして、子どもの最

善の利益を実現する共生社会を掲げております。 

子どもの権利条約の趣旨や児童福祉法などの関係法規、国のこども大綱、区の

長期計画などの状況を踏まえて設定をさせていただいておるところでございます。 

６３ページをご覧ください。 

その目指すべき姿を達成するための基本方針としまして、七つの方針を掲げさ

せていただきます。 

視点としましては、今までの計画で進めていました区の考え方、「子ども支

援」「親支援」「地域全体での支援」を踏襲した上で、喫緊の課題であります

「少子化対策」や「子どもの権利」の視点を加えて整理をしたものとなってござ

います。 

６５ページをご覧ください。 

先ほど触れました基本理念や取組方針を踏まえた計画の体系図をお示ししてお

ります。 

まず、計画の構成になりますが、施策の方向性として、大きく七つの章に分け

て記載してございます。 

次、６６ページにまたがりますが、章ごとに区の方向性などに合わせてより細

分化したカテゴリー分けを行いまして、区の各事業や取組と結びつけて記載して

ございます。 

続いて、施策の方向として記載しました第４章以降についてご説明いたします。 

第４章でございますけども、妊娠期から就学前の幼児期までの支援から始まり、

１８歳以降の若者に対する支援までの項目がライフステージに応じた取組を記載

してございます。 

具体的には、第４章では、妊娠期から就学前の幼児期までの支援としまして、
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妊娠・出産の希望を叶えるため、子どもが生まれる前からの支援に始まり、未就

学期への取組を記載してございます。 

８３ページをお願いいたします。 

第５章では、就学後から１８歳までの子どもに対する支援としまして、小学校

入学後から高校卒業年代までの子どもに焦点を当てた取組を記載してございます。 

９３ページをお願いいたします。 

第６章では、１８歳以降の若者に対する支援として、困難な状況にある若者や

結婚などのライフプラン形成への支援、取組などを記載してございます。 

９７ページをお願いいたします。 

第７章以降の章につきましては、ライフステージに関係なく、子どもの状況に

応じた支援の在り方を示しております。そのような視点で、第７章では、困難な

状況にある子どもや家庭の支援として、ひとり親や貧困家庭、障害児や医療的ケ

ア児への支援などを記載してございます。 

１０６ページをお願いいたします。 

第８章では、子どもの命・安全を守る取り組みとしまして、虐待の未然防止と

早期発見、防犯や事故防止といった子どもの安全対策の項目を位置づけてござい

ます。 

１１２ページをお願いいたします。 

第９章では、子ども・若者、子育て当事者のやさしい社会づくりとしまして、

子どもの権利条例の推進や子育てしやすい社会・環境づくりについて記載してご

ざいます。 

１２１ページをお願いいたします。 

第１０章では、子ども・子育て支援事業計画としまして、計画中の幼稚園や保

育施設、子育て支援事業の需要と供給の計画を示すものとなってございます。 

１５１ページをお願いいたします。 

第１１章としまして、計画実現のための体制づくりということで、ＰＤＣＡサ

イクルなどによる計画の進行管理の取組や目標値などを設定してございます。 

資料１－２の説明については以上となります。 

なお、当該計画の当事者であります子ども向けの冊子も制作することになって

ございます。先ほど資料２－２でお示しをしてございます、小学校の高学年など

を念頭に置いて作成をしているところでございます。後ほどお読み取りいただけ

ればと存じます。 

今後のスケジュールでございます。資料２－３をご覧ください。 

今後につきましては、１月の列でございますけども、本日の児童福祉審議会へ

の報告後、当計画を諮問いたします子ども・子育て応援会議の意見聴取を来週の

１月２１日に行う予定となってございます。その後、２月１日から３月２日にか
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けまして、パブリックコメントを行いまして、その修正を経た上で計画を確定し

ていく予定でございます。 

江戸川区こども計画についての説明については以上でございます。 

（遠藤委員長） ご説明ありがとうございました。 

それでは、今、お話しいただきましたこども計画について、ご参加の委員の皆

様からご質問、ご意見などを頂戴したいというふうに考えますが、いかがでござ

いましょうか。 

（川村委員） すみません。先ほど言ったこととも関係するんですけれども、６１ペ

ージですね、基本理念のところに、子育ては親に第一義的な責任がありますが、

その後、それでは賄えないことについて書いてあると思うんですが、結びがない

んですよね。第一義的な責任があるけど、それができないときに社会で自治体が

支援しますよという結びがないので、ちょっとそこを意識していただくか、むし

ろこの第一義的な責任があるのは書かなくてもいいぐらいかなと思います。 

いや、だから、家庭に責任を押しつけていないよということが分かる、はっき

り分かるようにしてもらえればと。何となく分かりはするんですけれども。 

それから、さっきの子どもの権利の実現という観点から言うと、９１ページに、

ユースサポート事業というのが書いてあるんですが、多分これが関係し得るんだ

とは思うんですけれども、不登校等の児童の居場所としてとなっているので、実

際にはどうなんですか、不登校に限らずなんですよね。そうしたら、もう少し幅

広く居場所になるよということのほうがハードルが低いかなと思いました。 

でも、これだけでは足りるものではないと思うんで、もうちょっとというのは

さっき申し上げたところですけれども。なので、今はこれしかないんだったらこ

れしか書けないのかもしれないけれども、ここのところがもう少し充実するとい

いのかなと思いました。 

とりあえず、以上です。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。何かございますでしょうか。 

（子育て支援課長） ご指摘ありがとうございます。 

６１ページにつきましては、持ち帰って検討させていただければと存じます。 

また、９１ページのユースサポートのほうにつきましては、記載の内容等につ

きましては、健全育成課とちょっと協議しまして、書き方とかの工夫をしていき

たいと思います。また、先ほどご指摘ありました居場所づくりもございますし、

またその施策の部分でございます。確かに作ってこれをまとめていく上で、その

部分が薄いなという部分は感じているところでございますので、今後、その辺に

ついても施策として絶対やるというふうにはお約束はできないところでございま

すが、検討していきたいなというふうに思ってございます。 

以上です。 
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（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかに何かございますでしょうか、意見、ご質問、ございましたらお願いした

いと思います。 

はい。よろしくお願いいたします。 

（久保田委員） １点確認したいことと意見をそれも含めてかな、そのちょっと回答

も含めてですが。１１４ページの７のところで、子ども・若者の意見を聴く機会

の推進、かつ１５１ページの体制づくりのところの２の中でも、子どもや若者の

意見聴取ということが書かれているんですが、具体的にどうやって、どういう体

制で、子どもと若者を意見を集めていくのか。あとは、先ほどと同じですが、こ

れは集めただけでは駄目だと思いますので、やっぱり対話をしていかないといけ

ないと思うんですよね。その辺りを今、江戸川区さんとして、どのように今後、

子ども・若者の意見を聴取されようとしているのか。そこについてちょっとお聞

きがしたい。 

というのは、ほかの自治体とかですと、子ども会議みたいなものを設置して、

もう常設として、子どもたちに集まっていただいて、それこそ、この施策に対す

る意見を子どもたちと一緒に考えていくという取組をしている自治体も結構増え

てきていますので、その辺りまでやられるおつもりというか見込みというかがあ

るのか。 

それと関連して言えば、子どもと若者に意見、今回、聞きましたよということ

ですが、ほぼアンケート調査、声が聞かれにくいお子さんたちにはヒアリングを

しているようですけれど、やはりこれもうちょっとＷｅｂ調査だけでは少し弱い

のではないかなというふうに思っているので、ちょっとその辺の今後の子ども・

若者の意見を聴く機会というのは、どういうふうに江戸川区さんとして、今、考

えていらっしゃるのかを少し教えていただけますでしょうか。 

（子ども家庭部長） ありがとうございます。 

それにつきましては、子ども家庭部だけのことではなくて全庁的に、そういう

意味で全庁と書いてあるんですけども、今回、江戸川区の未来を決めていくいろ

んな施策を策定していくに当たって、子どもたちとワークショップを区長自らが

行ったということがあります。それは５年生からですね、中学３年生までの子ど

もたちとワークショップを江戸川区の未来を考えようということで行っておりま

して、こういったことがきっかけになって、今後も子どもの声を聞く場面という

のが様々設けられていくんだろうなと思いますし、それは聞くためだけにやって

るわけではなくて、施策に反映していくことを目的にしておりますので、何らか

の形で結実させていかなきゃいけないというふうに思っております。 

申し上げましたように、子ども家庭部だけというよりは、様々な場面で子ども

の声を聞く機会とそれを施策に結びつけるということは、江戸川区としては、今
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後、さらに推進していくものと思いますので、ちょっとここには具体的には書き

込み切れていませんけども、そういう方向性で、今、区は動いているというふう

に思っております。 

以上です。 

（久保田委員） ありがとうございます。ワークショップに関しては、なぜここの中

に書かれなかったんですか。ＷＥＢ調査をこれだけしていますよということで書

かれている、ワークショップでじかに対話をして。 

（子ども家庭部長） この計画についてのワークショップではなかったものですから。

２１００年の将来のための区の方向性を決めるところでの意見でしたので、この

計画とは別のものということになります。 

ただ、そういう手法について項目は取り入れていくだろう場面は増えていくと

いうふうに認識しています。 

（久保田委員） 分かりました。ありがとうございます。 

そうしましたら、最後、これは本当に意見、私の個人的な意見になりますが、

１５２ページのほうに、先ほどの予算の話もありましたけれども、やっぱり当然

計画を立てただけでは駄目だと思いますので、ＰＤＣＡサイクルいうことでしっ

かり書かれているわけですが、やっぱりこのチェック、評価は、やっぱり当事者

評価がなければほとんど意味がないと思いますので、やっぱりここの自己評価の

ところでは、先ほどおっしゃられたように、ぜひワークショップであったりだと

か、ほかの自治体さんみたいに子ども会議みたいなものまで立ち上げるかどうか

は、もちろん江戸川区さんの方針によるとは思いますけれど、やはりきちんと子

どもたちと対話をして、この計画を一緒に考えて評価をして、さらにまた改善を

していくというような取組をぜひ今後進めていただきたいかなというふうに思い

ました。これは意見ですので、特に回答は要らないです。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

よろしくお願いいたします。 

（田澤委員） 玉川大学の田澤と申します。よろしくお願いいたします。 

江戸川区で認定こども園の園長もやっておりますので、一応ちょっと両方の視

点からお話をさせていただきたいんですが、これを改めて見て、本当に江戸川区

はいろんなことをやられているなということが率直な感想で、感謝しているんで

すけれど、これが区民に伝わっていないのがすごくもったいない。先ほど、広報

の話と同じになるんですけれど、そこはやはり改めて考えていただきたいなと思

うのと、もう一つが、３４ページなんですけれど、ここに１８歳未満の子どもに

聞いた調査で、赤ちゃんや小さい子どもとふれあう機会がよくあったという回答

が低いんですよね。つまり、あんまり子どもと関わっていない。これ、いろんな
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調査を見ても同じような傾向なので、本当に言うならば子どもに無関心な層が増

えていく一方なんだろうなというふうに思っています。 

今日、本当に前の推進計画のところから当事者という言葉がたくさん出てきて

いるんですけれど、当事者に対してどうするというのももちろん大事なんですけ

れど、当事者意識をどれだけ広げていくか。つまり、ちょっと当事者の言葉の意

味合いが変わってくるんですけれど、子どもに対して興味・関心を持ってくれる

層を増やす。自分に子どもがいる、いない関係なく、地域の子どもに興味・関心

を持つということってすごく大事なことだと思うんですが、これを見ているとそ

こはないんですよね。 

例えば、ごめんなさい、具体的なあれであれなんですけど、高校生が子どもと

関わる機会が少しでもあるとか、機会を設けるとかというようなことがあっても

いいのかなとか、あとは地域の人がちょっと興味・関心を持てるような、それが

多分幼稚園や保育園が連携してというようなところになると思うんですけれど、

ちょっとそういうふうに地域の人が子どもにもっと興味・関心が持てるような、

何か計画があったらいいなという、ごめんなさい、私の希望を伝えているという

ようなことになってしまうんですけれど、その辺りの視点は何か考えられている

こととかございますか。 

（遠藤委員長） そうですね。ありますか。 

（子ども家庭部長） ありがとうございます。今、区内６か所ある共育プラザでは、

中学生の赤ちゃんとのふれあい体験というのがありまして、子どもの時代に赤ち

ゃんと触れ合う。やっぱり子育てをする場面をあまり見る機会が、今、ない中で、

見る機会があれば子どもがいる生活っていいなとか、赤ちゃんってかわいいなと

か、やっぱり肌感覚で感じられる機会というのがやっぱり大事だと思うんですね。 

特にこの少子化対策では、もしかしたらそういう機会が一番大事なんじゃない

かなというふうに思っていて、それは地域の中で楽しそうに遊ぶ姿もそうかもし

れませんし、そういう赤ちゃんとのふれあい体験みたいなところもあるかと思い

ますので、いろいろ経済的な支援とか支援はありますけども、やっぱり私は子育

てしている、楽しそうに子育てしている世帯をいかに子どもたちや周りが経験で

きるかということが基本かなというふうに思っていますので、なかなか施策とし

て関係ないんですけども、そこは私は個人的にはすごく大事にしていきたいと思

っているところです。 

（田澤委員） ありがとうございます。 

もう一つなんですけれど、子ども向けの概要版がありますよね。これは大人向

けはないんですか。同じような、僕も保護者と関わっていますが、保護者が本当

にこれを分かっていろいろ考えてくれてるなと思っていただけるようなものがあ

るといいなとはちょっと思ったので。 
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（子育て支援課長） ありがとうございます。今日お示しはしていないところでござ

いますが、今現時点では、２０、３０ページ弱ぐらいのもので概要版を作る予定

でいるところでございます。 

（田澤委員） 保護者は見るかな。 

（子育て支援課長） 工夫していきたいと思います。 

内部の会議でも、先ほどの指摘があったところでございますが、誰に見てもら

うのかとか、ちょっとその辺をもう少し工夫してほしいというようなご意見もい

ただいておりますので、広報等について、あと作り方についても工夫していきた

いふうに思ってございます。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

ほかにございませんでしょうか。ご意見、ご質問。 

よろしくお願いいたします。 

（河藤委員） 先ほどどなたかから、ＰＤＣＡサイクルのチェックのところで当事者

目線を持ちましょうというお話が出たと思うのですけれども、このＰＤＣＡサイ

クルをどの期間で回していくかということも大事だと思うのです。 

といいますのは、例えば、２５ページの計画と実績というところがあると思う

のですけれど、ファミリー・サポート・センター事業だと計画に対して実績は、

就学後児童だったらすごく少ないよとか、でも一方で、次のページの２６ページ

の学童クラブだったら、計画に対して実績というのは非常に多いと。 

これから令和７年度から１１年度の５年間の計画を立てていくのですけれども、

計画を一旦立てて、毎年毎年ＰＤＣＡを回して、若干計画の修正というのをして

いくとは思うのですけれども、このＰＤＣＡを回して、来年度以降に反映させる

取組を各部署でされるような仕組みというのをお願いできたらなと思います。 

あとは、本計画の指標というのが１５３ページにあると思うのですけれども、

保育園の待機児童数の現状がゼロで目標がゼロというのも、本当にすばらしい。

今までの取組の成果だなと私は思っています。 

６個具体的に指標を設定されたと思うのですけれども、ほかにも、なかなか難

しいとは思いますがＫＰＩをつくっていただいて、それに向かって区と当事者と

一緒になってやっていけたらいいのではないかなと思っています。 

以上です。 

（子育て支援課長） ありがとうございます。本区におきましても、この各施策につ

きましては、特に新規施策とかにつきましては、エビデンスシートというものを

作りまして、何年計画でやるとか、そういったところで分析を行って、そういっ

たやはりその根拠に基づいた施策をやっていこうということで、今、区でもそう

いうふうに切り替えているところでございます。全てのこの事業についてそうい

った形でできるかどうかというのは、各課の予算立てをするときにそれぞれ検討
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されることと思いますが、今、そういったシートを作って、根拠のある施策を行

って、よりいいものにしていこうというふうにしているところでございます。あ

りがとうございました。 

（遠藤委員長） ありがとうございます。 

時間も迫ってきておりますが、何かほかにご質問、ご意見等ございましたら、

お出しいただければと思いますけれども。 

そうしたらちょっと、どうぞ、お願いいたします。矢萩委員。 

（矢萩委員） 恐れ入ります。ほかの自治体のこうした会議で話題になったところだ

ったのでちょっと思い出したんですが、こども計画のほうの１０９ページに、一

時保護の期間が長期化しているということで、学習支援のことが挙がっています。 

自治体によっては子どもが２００％ぐらいいて、なかなか劣悪な環境にあった

りして、その子たちが学校に通うことが難しいので、児童の権利に関する条約の

２８条でいうところの教育を受ける権利というのが侵害されているんじゃないか

という議論がありましたが、先ほどの社会的養育推進計画で言うと６９のスライ

ドに入所児童の学習支援というのがございますけれども、在籍校への通学対応と

いった辺りの書きぶりが少し異なるような印象を受けた次第です。 

１０９ページのほうには、むしろ公教育の充実というふうに包括的に書かれて

いるんですけれども、教育を受ける権利というところで、区としてのお考え、あ

るいは実施されている支援などがございましたら、教えていただけると幸いです。

何か虐待の危険などがあって学校に通うことができないということもあると聞い

たものですから。よろしくお願いします。 

（一時保護課長） 一時保護課の山脇です。一時保護所の管理者責任者をやっており

ます。 

当区の一時保護所では、まず学習支援の先生を４名置いて対応させていただい

ておりまして、まずは、小中学生においては、今、委員さんがおっしゃったよう

な連れ戻しという危険性があるというのと、あとは、我々の児童相談所が区の北

側に設置されてるというところで、南側のほうから保護されてきた児童について

は、そちらの学校に行くというのはなかなか難しいというところがございます。

あと、はっきり言うと体制的に通学支援まで行える人員を今、配置はしていない

というところにはなります。 

ただ、課題感としては持っているのと、それともう一方で、学校でついていけ

ない。要するに、浮いちゃっているというか、隅っこに置かれているような、言

い方がちょっと適切じゃないかもしれないですけど、そういったお子さんについ

ては、逆に言うと、一時保護所で学習指導で個別の授業なんかもやって、その子

のレベルに合わせた授業をやらせてもいただいていますので、一時保護所で能力

が伸びるというような効果もあるというようなところは出てきております。 
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なので、私も本当は、個人的には通常どおり通っていた学校に行かせてあげた

いというのが本音ですけども、むしろ一時保護所で勉強することで集中力がつい

たりとか、今までできなかったことができるというような効果も見られていると

いうところなので。 

ただ、中には当然学校へ行ったほうがいいというお子さんもいるということで

は、そこら辺の子とバランスを取って、今後、取組をちょっと強化していきたい

なと思っています。 

高校生については、安全が確保された場合についてはお１人で通学してもらっ

ているというような状況になっています。タブレットも一応用意していますので、

課題なんかも一時保護所の中で課題等に取り組めるような環境はつくらせていた

だいております。 

いささか簡単ですけど、説明とさせていただきます。 

（矢萩委員） そうしますと、ここにある教育委員会との連携というのはどういうふ

うになるんでしょうか。 

（一時保護課長） 今ですね、元校長先生の方に学校連携支援員さんという方で配置

させていただいておりまして、当然校長先生をやっていたということで各学校に

顔が利くお方なので、要するに保護所での様子を伝えてもらって、逆にその学校

では、今、ここら辺の状況でしたよというところを連携していって、それで課題

をもらってきて、こちらで、じゃあここはちょっとクリアしていこうかみたいな

という形で、直接我々がじかに学校とやり取りしてるわけではないんですけど、

その人を介していろいろ学校との連携をさせていただいてるというふうになりま

す。 

（遠藤委員長） ありがとうございました。 

じゃあ、よろしくお願いいたします。 

（中里委員） すみません。ちょっと私の図の読み方がおかしいのかどうかも含めて

のちょっと質問なんですけど、資料２－１の４３ページで、子どもに権利がある

ことの認知度というのがあって、１８歳未満の子どもで何％、何％とこう書いて

あるんですけど、これと先ほどの最初の説明あった資料１－１の先ほど矢萩先生

がご指摘になった５５ページを見ると、こちらの５５ページはほぼ全ての子が権

利があることを知っている結果であったと書いてあるんですね。 

ところが、こっちの４３ページを見ると、１８歳未満の子どもを見ても、どう

見てもこれ、ほぼ全ての子どもが権利があることを知っている結果になっていな

いように思うんですけど、これはどういうふうに読むのか、私の読み方がおかし

いのか、ちょっとこれはどういうことか。 

（子育て支援課長） アンケートを取った対象が違っておりますので、数値のほうに

はちょっと差異が出ているということでございます。 



－３４－ 

（中里委員） 分かりました。 

（遠藤委員長） ありがとうございました。 

それでは、もう時間が予定の時間に迫っておりますので、全然回答していただ

く必要はないんですけども、１点、１０１ページに障害児に関わるような記述が

あると思うんですが、そこで総論としてインクルージョンということがうたわれ

ているんですが、ちょっと具体的にこのインクルージョンというのを推進してい

くための計画ということが若干希薄に思えましたので、ちょっとその辺り、ご検

討をいただければなと思うところと、あともう一つ、９３ページに１８歳以降の

若者というふうにあるんですけれども、ひきこもり支援であったりとか、就労、

カウンセリングということに関して記述はあるんですけれども、大体これが何歳

ぐらいまでの方を若者というふうに考えるのか、区によって実は考え方はいろい

ろ違いがあるようで、区によってはもう４０歳ぐらいまでをもう若者と考えて、

昨今の８０５０問題とか７０４０問題への対応ということで、かなり幅広く若者

を考えていくような動きもあるような気がしますが、ちょっとその辺りも具体的

にどの辺までを支援の対象にするかという辺りをご検討いただければなというふ

うに、今、思うところでございます。 

それでは、もう時間が９時になろうとしておりますので、本当に貴重な意見を

たくさんいただきまして、本日はどうもありがとうございました。こども計画の

策定の参考としていただきたいと思います。 

それでは、議事は以上となりますので、事務局のほうにお返ししたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

（子育て支援課長） 本日は長時間にわたりましてありがとうございます。こども計

画につきまして、今、いろいろとご質問等をいただいてございますが、今日に限

らず、後日お気づきな点がございましたら、事務局のほうにご意見をいただけれ

ば幸いでございます。よりいいものをつくっていきたいと思いますので、忌憚の

ないご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

３ 閉会 

 

（子育て支援課長） では、以上をもちまして、第２回江戸川区児童福祉審議会を閉

会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


